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報道発表資料 

令和４年６月16日 

独立行政法人国民生活センター 

 

「消費者トラブルメール箱」2021年度のまとめ 

 

国民生活センターでは、消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止

に役立てるため、インターネットを利用した情報収集コーナーとして、「消費者トラブルメール箱

（以下:トラブルメール箱）」をホームページ上に開設1しています。今回は、2021年度に寄せられ

た情報の傾向について報告します。 

○2021年度の傾向 

 

・2021年度に寄せられた情報の件数は11,682件（2020年度：12,081件）でした。 

・「トラブルメール箱」によく寄せられる情報をまとめた「身近な消費者トラブルQ&A」（以下、「FAQ2」）

へのアクセス件数は69万2,312件（2020年度：76万6,121件）でした。 

・インターネット通販、スマートフォンや光回線等の通信サービスに関するトラブルの情報が、

2020年度に引き続き多く寄せられました。 

・消費者庁に、死亡・重篤事故等による通知を６件（死亡０件）、ヒヤリハットによる通知を43件

行いました。 

  

 

１．2021年度に寄せられた情報の傾向について 

「トラブルメール箱」に 2021年度に寄せられた情報の主な内容は、以下のとおりです。2020

年度は、新型コロナウイルス感染症に関連した情報が多かったのに対し、2021 年度は新型コロ

ナウイルス感染症に関連した情報はほとんどみられず、インターネット通販でのトラブル（特に

定期購入に関するもの）、通信サービスに関するトラブルなどが多く寄せられました。 

 

① インターネット通販に関するトラブル 

インターネット通販で購入した商品が届かない、届いた商品が不良品あるいは偽物だったとい

う情報のほか、SNS等の「初回お試し 〇〇円」といった広告から、定期購入と気づかずに健康

食品や化粧品の契約をしてしまったという「定期購入」に関する情報が多数寄せられました。 

                                                   
1「消費者トラブルメール箱」は、2002年４月に開設した情報収集コーナーであり、消費者からの相談は受け付け

ていない。（https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html） 
2「身近な消費者トラブル Q&A」は、2009年２月に設置した、よくある情報提供について Q＆A形式でまとめ、一

般的な対応方法等を情報提供しているコーナーである。（https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq.html） 

https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq.html
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② スマートフォン、光回線などの通信サービスに関するトラブル 

 料金が安くなると勧誘されて光回線を契約したにもかかわらず安くならなかった、等の通信契

約に関するトラブルが多く寄せられました。キャンペーンの適用条件や契約先の変更手続きに関

する情報、通話や通信がうまくできない、速度が遅い等の品質に関する情報のほか、問い合わせ

電話やチャットがつながらない等の事業者の顧客対応に関する情報についても寄せられました。 

 

③ 架空請求・不当請求関連のトラブル 

公的機関を思わせるような名称の差出人からハガキやメールが届いたという情報のほか、実在

する通販サイトや通信事業者等をかたったと思われるところから料金請求のメールが届いたとい

う情報が多く寄せられました。 

 

④ 個人間取引に関するトラブル 

フリマアプリでの商品購入に伴うトラブルなど、いわゆる CtoC取引（個人間取引）に関する情

報が多く寄せられました。 

 

⑤ その他のトラブル 

その他、オンラインゲームに関するトラブル、質問サイトや動画配信サービスの会費請求に関

するトラブルのほか、トイレの詰まり修理等のいわゆる暮らしのレスキューサービスや、電力小

売事業者の事業撤退に関するトラブル、賃貸住宅の退去の際の原状回復に関するトラブル等、さ

まざまな情報が寄せられました。 

 

２．消費者庁への情報提供 

「トラブルメール箱」には、商品やサービスで何らかの危害を受けたり、身体への危険を感じ

たりした等の情報も寄せられています。重大事故（死亡・治療期間30日以上等）、および重大な事

故につながる可能性が考えられる、いわゆる「ヒヤリハット」に類する情報については、消費者

安全法に基づいて、速やかに消費者庁（消費者安全課）へ通知および情報提供を行っています。 

2021年度の提供実績は次のとおりです。 

 

重大事故による消費者庁への通知情報…６件（死亡０件） 

その他、ヒヤリハットに類する通知情報…43件 

 

３．情報提供先 

・消費者庁（法人番号 5000012010024） 

・内閣府消費者委員会事務局（法人番号 2000012010019） 
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参考 

受信件数等の概況 

（１）年度別の受信件数の推移 

「トラブルメール箱」に寄せられた情報の件数（受信件数）は、2021年度は11,682件で、2020

年度の12,081件より約400件減少しました（図１）。１日当たりの平均受信件数は約32件でした。 

図１．年度別受信件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）月別の受信件数の推移 

月別受信件数は、毎月800～1,100件前後で推移しました。2020年度と比較すると、12月以降、

受信件数が増加しました（図２）。 

図２．月別受信件数 



 4 

 

（３）アクセス（閲覧）件数 

「トラブルメール箱」トップページへのアクセス件数は、11万9,664件であり、2020年度と比

べ減少しました。「FAQ」トップページへのアクセス件数は69万2,312件であり、2020年度に比べ

約１割減少しました（図３）。 

図３．年度別アクセス件数 

 

 

 

（４）FAQの掲載数 

2022年３月末時点で、FAQコーナーには272件を掲載しています。2021年度は新たに36件を掲

載し、17件の記事内容を更新して掲載しました（別紙参照）。 
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（５）送信者の内訳 （以降、図４～７については、重複送信等を除いた数値で集計） 

１）性別 

男性59.8％、女性40.2％と、男性が約６割を占めました。2020年度と比べると、男性の割合

が若干増加しました（図４）。 

図４．送信者性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）年代別 

送信者年代別内訳をみると、30歳代から50歳代で75％を占めており、60歳以上は約15%となっ

ています（図５）。 

図５．送信者年代別 
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３）職業別 

送信者の職業別では、給与生活者が６割となっており、次いで自営・自由業、無職、家事従

事者の順となっています（図６）。給与生活者と自営・自由業は、多くの消費生活相談窓口が開

設している平日日中の時間帯に相談窓口を利用することが難しいため、消費者トラブルの情報

提供の場として、24時間利用可能な「トラブルメール箱」を選択していることが考えられます。 

図６．送信者職業別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）時間帯別 

情報提供の送信が行われた時間帯について３時間ごとに集計したところ、９時から24時まで

は時間帯による差がそれほどありませんでした。深夜～早朝の時間帯（0:00～5:59）において

も、全体の約８％を占めています（図７）。 

 

図７．送信時間帯 
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別紙 

「身近な消費者トラブルQ&A」コーナー2021年度新規追加・更新分 

（URL https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq.html） 

https://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq.html
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国民生活センター公式 LINE アカウントでも、さまざまな消費者トラブルの情報を発信しています。 

<title>「消費者トラブルメール箱」2021年度のまとめ</title> 


